
お客様 荒井重車輌

無
料

詳細見積もりの提出

現地で立ち会える日時をご連絡ください。

概算見積もりの提出

概算見積もりですので工事契約は現地調査後、詳細見積りで協
議します。

建設リサイクル法に基づく届出

工事着手7日前までに届出

建築物の延べ床味面80㎡を超える場合は届出が義務付けら
れています。
手続きを代行いたします。

石綿の事前調査と報告

近隣挨拶

解体工事着手

現場の周辺環境や解体工法に応じて防音・防振・粉じん対策を致
します。

搬出

工事で生じた産業廃棄物を中間処理施設等へ排出します。

マニフェスト伝票で産業廃棄物が処分完了するまで管理します。

マニフェスト伝票は処分完了後、5年間保存します。

詳細見積もりの確認

各種廃止手続き

電気・電話・ガス・ケーブルTV各社に廃止申込と引き込み線の撤

去依頼をお願いします。
※ 水道は名義変更して工事で使うのでそのままにしてください。
各種手続きを代行いたします。

近隣挨拶

解体工事のお問い合わせ

解体物件の情報を送信。

現地調査依頼

※ 詳細見積もり希望の方はご連絡ください。

お支払い

請求書を発行させていただきますので工事代金をお支払いいただ

きますようお願いいたします。

建物減失登記

当社発行の建物取毀証明書を添付し最寄の司法書士か土地家屋調
査士に建物減失登記を依頼して下さい。

現地調査 解体工事の詳細をご説明願います。

解体工事完了

建物を減失登記する方は、建物取毀証明書を発行いたします。

現地確認

解体工事請負契約

メール・お電話

メール・お電話

メール・FAX・郵送

メール・FAX・郵送

とりこわし


